
年初より日経新聞で「α-20億人の未来」という記事が一面に掲載
されていますが、お読みになった方も多いかと思います。つい先日
までＺ世代の動向が話題となっていましたが、既に2010年以降
に生を受けた人々がα世代と定義され注目されているようです。
2010年以降生まれは世界で20億人ということですが、日本の

人口はどのくらいの比率で存在するのだろう？と思い、各年の
人口を調べてみたところ、単なる人口減少という言葉では片付け
られない事実を突き付けられました。
1947～1949年の第一次ベビーブームを受け、1950年代日本

の人口は約8,300万人で世界の人口の3.3％を占めていました。
この時代に生まれ育った世代によって日本の戦後は目覚ましい復
興を遂げ、その後日本の人口は増加し続けていましたが、1990年
になると爆発的な世界人口の増加の前には“微増”に過ぎず、世界
の人口の2.3％という水準にまで沈み込みました。かつて「Japan 
as Number One」と世界を席巻し経済大国として存在感を示し

ていた日本も、人口動態という観点でみれば、超少数民族という
位置づけへと変貌を遂げていました。
さて、現在はというと2025年の日本の人口は1億2,300万人

で35年前の1990年の水準まで減少が進んでいます※。また1億
2,300万人の中には外国人も約375～400万人ほど含まれていて、
今や33人に1人が外国人という状況となっています。さらに国連
の2024年推計によれば、世界の人口は2080年半ばに約103億人
でピークアウトを迎え、日本の人口は約7,100万人まで減少し、
比率にしてわずか0.7％としています。日本の人口の0.7％という
水準は「堺市」「新潟市」「浜松市」といった地方都市が日本の総人
口に占める比率に等しい水準です。α世代が率いる未来はどうな
っているのか。2080年には本当の意味での島国となってしまうの
か。様々な思いを巡らせた2026年の幕開けとなりました。〈
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2025年9月の不動産価格指数は「住宅総合：158.5」「住宅地：
135.6」で「戸建住宅：123.2」に対し「マンション：218.1」であり、
戸建住宅とマンションの上昇率には大きな差がみられた。

戸建住宅は2016年年初までは比較的安定しており、2017年に
は上昇基調となったが、上昇幅は緩く2020年のコロナ禍において
は100を下回る月もみられた。コロナ禍における資材調整の遅れ
や販売の伸び悩みなどが戸建市場を直撃した。本格的に回復に転
じたのは2021年半ばからであり現在は2010年比で約1.25倍にも
上昇した。一方、マンションは戸建住宅より3年ほど早く2013年半
ばには上昇基調となり、コロナ禍においても上昇し続け、現在は
2010年比で約2.1倍の大幅上昇となった。特に供給戸数が減少し、
東京23区の都心部にタワーマンションの供給が目立った2024年
後半に上昇スピードが増した  図表 1 。

　
2025年9月の不動産価格指数は「住宅総合：151.0」「住宅地：

122.9」で「戸建住宅：124.9」に対し「マンション：218.9」であり、南
関東同様、戸建住宅とマンションの上昇率には大きな差がみられた。

戸建住宅は上昇に転じるのが南関東よりやや遅れて2017年半ば
であったが、コロナ禍においても上昇幅の大小はあるものの上昇
し続け、2010年と比較すると現在は約1.26倍にも上昇した。一方、
マンションは2010年後半より上昇が継続し、南関東よりもやや早い
2024年年初に上昇スピードを増し、現在は2010年比で約2.1倍の
大幅上昇となった  図表 2 。

戸建住宅とマンションの上昇傾向の違いは「建築コストの構造的
な違い」「立地の希少性」「需要層の相違」「実需以外の需要の存在」

不動産価格指数 17年間の推移
 ～南関東・京阪神※の動向比較～

＃不動産価格指数　＃戸建住宅　＃マンション

南関東の不動産価格指数  2010年＝100図表1

京阪神の不動産価格指数  2010年＝100図表2

が要因と考えられるが両地域とも、資産性が高く需要の強い都心部
での供給が不動産価格を押し上げる結果となった。

2025年12月26日に国土交通省から不動産価格指数（令和7年9月分）が公表された。
南関東・京阪神共にマンション（区分所有、以下マンションとする）の上昇が顕著であり、新築マンションの
価格高騰が中古マンションの価格をも押し上げる結果となった。地域別・不動産種別にて動向を確認する。

■南関東

■京阪神

資料：不動産価格指数（国土交通省）

※南関東：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県　 京阪神：大阪府・京都府・兵庫県

※詳細はCRI 2025年 7月号・9月号またはhttps://www.haseko.co.jp/hri/を
ご覧下さい。




